
 

 

1 

 

 

 

 

2024 年９月 26 日 

各 位 

 会 社 名 株式会社メディカル一光グループ 

 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 南 野 利 久 

  （コード番号：３３５３ 東証スタンダード） 

 問 合 せ 先 

 

常務取締役 財務･ＩＲ部長 遠 山 邦 彦 

 ＴＥＬ ０５９－２２６－１１９３ (代表) 

 

当社連結子会社による株式会社佐藤薬品販売の株式取得に関するお知らせ 

 

 

当社 株式会社メディカル一光グループの連結子会社である株式会社メディカル一光（以

下、「メディカル一光」という）は、本日開催の取締役会において、株式会社佐藤薬品販売

（所在地：埼玉県川口市、代表取締役 吉澤佑輔、以下、「佐藤薬品販売」という）の発行

済株式を全株取得し、子会社化することについて決議し、同社の株主との間で株式譲渡契約

を締結しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の目的 

   当社グループは「良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する」という理念

のもと、調剤薬局事業、ヘルスケア事業、医薬品卸事業等を展開しております。 

   佐藤薬品販売は、1981 年の設立以来、沢井製薬株式会社の販売代理店として、埼玉

県、千葉県に確固たる営業基盤を築いております。 

   医薬品関連事業を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。社会全体がインフレ

に直面し、様々なコストが上昇している一方で、増大する社会保障費用を抑え、持続可

能な医療、介護サービスを実現していくことは急務となっております。 

   このような中、医療用医薬品は公定価格が基本となっており、価格転嫁には限界があ

ります。佐藤薬品販売と当社グループは、事業規模の拡大による効率化を実現すること

で、取り巻く環境の変化に対応してまいるべく、今般、基本合意に達しました。 

   これにより、株式会社メディカル一光グループは、１都１道２府 22県の地域に拠点

を拡大することになります。今後も「調剤薬局事業」「ヘルスケア事業」「医薬品卸事業」

の３極体制の強みを活かし、「良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する」

ことを企業理念として、取り組んでまいります。 

 

２．株式を取得する会社（株式会社佐藤薬品販売）の概要 

(1)  名 称 株式会社佐藤薬品販売 

(2)  所 在 地 埼玉県川口市長蔵三丁目１番 37号 
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(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役 吉澤 佑輔 

(4)  事 業 内 容 医薬品卸売事業 

(5) 資 本 金 10,200千円 

(6) 設 立 年 月 日 1981年 12月８日 

(7) 大株主及び持株比率 

佐藤 れい子(埼玉県川口市) 47.6％ 

吉澤  優子 (埼玉県川口市) 19.1％ 

吉澤  佑輔 (埼玉県川口市 )  19.1％ 

佐 藤  功 (埼 玉 県 川 口 市 )  14.2％ 

(8) 
上場会社と当該会社

との間の関係 

資 本 関 係 特筆すべき該当事項はありません 

人 的 関 係 同上 

取 引 関 係 同上 

(9)  当該会社の最近 3年間の連結経営成績及び連結財務状態 

決 算 期 2022 年 6 月期 2023 年 6 月期 2024 年 6 月期 

純 資 産 242百万円 278百万円 310百万円 

総 資 産 669百万円 683百万円 678百万円 

１ 株 当 た り 純 資 産 1,187千円 1,366千円 1,520千円 

売 上 高 1,775百万円 1,843百万円 1,891百万円 

営 業 利 益 88百万円 41百万円 42百万円 

経 常 利 益 88百万円 41百万円 43百万円 

当 期 純 利 益 60百万円 36百万円 31百万円 

１ 株当 たり 当期 純利益 294千円 179千円 153千円 

１ 株 当 た り 配 当 金 -円 -円 -円 

 

３．株式取得の相手先の概要 

(1) 氏 名 佐藤 れい子 吉澤 優子 吉澤 佑輔 佐藤 功 

(2) 住 所 埼玉県 

川口市 

埼玉県 

川口市 

埼玉県 

川口市 

埼玉県 

川口市 

(3) 上場会社と当

該個人の関係 

特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。ま

た、関連当事者についてもすべて該当ありません。 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 ０株（議決権の数：０個）（議決権所有割合：0.0％） 

(2) 取 得 株 式 数 204株（議決権の数：204個） 

(3) 取 得 価 額 

取得価額については、株式取得の相手先が個人であるた

め開示しておりませんが、客観的な基準に基づき当社が

算定した合理的な価額により株式を取得しております。

なお、取得に係る対価合計額は開示基準には該当してお

りません。 

(4) 異動後の所有株式数 204株（議決権の数：204個）（議決権所有割合 100.0％） 
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５．日程 

（１） 取締役会決議日：2024年９月 26日 

（２） 契約締結日：2024年９月 26日 

（３） 株式譲渡実行日：2024年 10月 1日（予定） 

 

６．今後の見通し 

 本件が当社グループの連結業績に与える影響は現在精査中であります。今後の状況

により、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに情報開示いたします。 

以 上 


